
 

 

 

医政発０９３０第１号  

平成２７年９月３０日  

 

 

各 都 道 府 県 知 事  殿 

 

 

厚生労働省医政局長 

                          (公 印 省 略) 

 

 

医療法人が開設する病院等の管理者の理事就任について 

 

 

医療法人の理事に関しては、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第４７条第１項

の規定により、医療法人はその開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設

（指定管理者として管理する病院等を含む。以下「病院等」という。）の管理者を理

事に加えなければならないこととされているが、同項ただし書の規定により、病院等

を２以上開設する場合においては、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者（指

定管理者として管理する病院等の管理者を除く。）の一部を理事に加えないことがで

きることとされている。この認可については、「医療法人制度の改正及び都道府県医

療審議会について」（昭和６１年６月２６日健政発第４１０号）及び「病院又は老人

保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」（平成２年３月

１日健政発第１１０号）により、多数の病院等を開設し、離島など主たる事務所から

遠隔地にある病院等の管理者について行うものである旨、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４５条の４第１項の規定による技術的助言を行っているところであ

る。 

今般、各都道府県における当該認可の状況等を踏まえ、都道府県知事が当該認可を

行うに当たっては各医療法人が開設する病院等の個別の事情を勘案することができ

るよう、「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」及び「病院又は老

人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」の一部を別添

１及び別添２のとおり改正することとしたので、御了知の上、適正な運用に努められ

たい。 



 

 

 

○ 「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」（昭和６１年６月２６日健政発第４１０号）の一部改正 

                    （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 

第一 医療法人制度に関する事項 

１～５ （略） 

６ 病院、診療所又は介護老人保健施設（以下「病院等」という。）の管理者の

理事就任 

（1） 法第４７条第１項の規定の趣旨は、医療施設において医療業務に関する

実質的な責任を有している管理者の意向を法人の運営に正しく反映させる

ことを目的としたものであること。 

（2） ２以上の病院等を開設する場合における同項ただし書の規定に基づく都

道府県知事の認可は、病院等の立地及び機能等を総合的に勘案し、同項

の規定の趣旨を踏まえた法人運営が行われると認められるときに行われる

ものであること（例えば、病院等が隣接し業務に緊密な連携がある場合や

病院等が法人の主たる事務所から遠隔地にある場合などが考えられるが、

これらに限定されるものではないこと。）。 

なお、恣意的な理由ではなく、社員総会等の議決など正当な手続きを経

ていること等を確認すること。 

（3） 同項ただし書の規定に基づく認可について、医療法人の定款又は寄附

行為において、理事に加えないことができる管理者が管理する病院等を明

らかにしているときは、当該病院等の管理者が交替した場合でも当該認可

は継続できるものとすること。 

 

 

 

 

 

第一 医療法人制度に関する事項 

１～５ （略） 

６ 病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者の理事就任 

 

法第４７条第１項の規定の趣旨は、医療施設において医療業務に関する

実質的な責任を有している管理者の意向を法人の運営に正しく反映させる

ことを目的としたものであること。 

なお、同項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可は、多数の病

院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人で、離島など法人

の主たる事務所から遠隔地にある病院、診療所又は介護老人保健施設の

管理者について行われるものであること。 

 

（別添１） 



（別添２） 

○「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」（平成２年３月１日健政発第１１０号）の一部改正 

                    （下線の部分は改正部分） 

改     正     後 改     正     前 

項   目 運営管理指導要綱 備       考 項   目 運営管理指導要綱 備       考 

Ⅰ 組織運営 

１（略） 

２ 役員 

(1)～(4) (略) 

(5) 理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１ 当該法人が開設する病院等

（指定管理者として管理する病

院等を含む。）の管理者はすべて

理事に加えられていること。  

２ 管理者を理事に加えない場合

には都道府県知事の認可を得て

いること。 

 

 

 

 

 

・医療法第 47条第 1項 

 

 

 

・医療法第 47条第 1項ただし書 

・管理者を理事に加えないことがで

きる場合は、当該法人が開設する

病院等の立地及び機能等を総合的

に勘案し、管理者の意向を法人の

運営に反映させるという医療法第47

条第 1 項の規定の趣旨を踏まえた

法人運営が行われると認められる

場合である（例えば、病院等が隣接

し業務に緊密な連携がある場合や

病院等が法人の主たる事務所から

遠隔地にある場合などが考えられ

るが、これらに限定されるものでは

ないこと。）。なお、恣意的な理由で

はなく、社員総会等の議決など正

当な手続きを経ていること等を確

認すること。 

・また、同項ただし書の規定に基づく

認可について、医療法人の定款又

は寄附行為において、理事に加え

ないことができる管理者が管理する

Ⅰ 組織運営 

１（略） 

２ 役員 

(1)～(4) (略) 

(5) 理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 当該法人が開設する病院等

（指定管理者として管理する病院

等を含む。）の管理者はすべて理事

に加えられていること。  

２ 管理者を理事に加えない場合

には都道府県知事の認可を得てい

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・医療法第 47条第 1項 

 

 

 

・医療法第 47条第 1項 

・管理者を理事に加えないことがで

きる場合は、多数の病院等を開設

する医療法人で、離島等法人の主

たる事務所から遠隔地にある病院

等の管理者の場合である。 

 

 



 

 

 

 

 

(6) (略) 

３～５ (略) 

Ⅱ～Ⅳ (略) 

 

病院等を明らかにしているときは、

当該病院等の管理者が交替した場

合でも当該認可は継続できるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

(6) (略) 

３～５ (略) 

Ⅱ～Ⅳ (略) 
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